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①⼩規模事業者持続化補助⾦とは
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⼩規模事業者持続化補助⾦は、申請した全ての事業者の⽅が採択されるものではありません。提出された
事業計画書は、公募要領で⽰している審査基準に沿って、再構築の内容や事業化の妥当性・実現性などを
審査した上で、採択・不採択を決定しています。⼩規模事業者持続化補助⾦では、第3回までの公募で、
延べ50,000件を超える申請のうち、合計約15,421件が採択されました。

n 補助⾦の３つのポイント

経営⽅針・⽬標と今後のプ
ランは、対象とする市場
（商圏）の特性を踏まえて
いること

③

経営⽅針・⽬標と今後のプラ
ンは、⾃社の強みを踏まえて
いること

②

⾃社の経営状況を適切に
把握し、⾃社の製品・
サービスや⾃社の強みも
適切に把握していること

①



②補助⾦額について

n 枠ごとの補助上限

個⼈事業主⼜は法⼈に対して、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、
その取組と併せて⾏う業務効率化（⽣産性向上）の取組に⼀定の補助率を乗じた⾦額が申請されます。

n 枠ごとの補助率

枠 補助率

通常枠 2/3

特別枠 2/3
※⾚字企業については3/4

事業概要

補助⾦額 補助対象経費 ※補助対象経費は税抜額補助率
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枠 補助率

通常枠 50万円
特別枠

（インボイス枠）
200万円
（100万円）

n 販路開拓や⽣産性向上の取組に対して最⼤200万円が⽀給される補助⾦
n 従業員数が20名以下の法⼈⼜は個⼈事業主が対象になる



③申請要件

申請条件

n 従業員20名以下の法⼈⼜は個⼈事業主であること

n 受付締切⽇の前10か⽉以内に持続化補助⾦で採択されていないこと

n 商⼯会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「⼩規模事業者」及び、⼀定の要件を満たした特定⾮営利活動
法⼈であること

n ⼩規模事業者の定義

本補助⾦に申請するためには下記のような条件があり、すべてを満たしている必要があります。
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業種 ⼈数

商業・サービス業（宿泊、娯楽業除く） 常時使⽤従業員の数 ５⼈以下

サービス業のうち宿泊業、娯楽業 常時使⽤従業員の数 20⼈以下

製造業その他 常時使⽤従業員の数 20⼈以下



④補助対象経費について
策定した「経営計画」に基づき、商⼯会議所の⽀援を受けながら実施する、地道な販路開拓等（⽣産性
向上）のための取組、もしくは、販路開拓等の取組とあわせて⾏う業務効率化（⽣産性向上）のための
取組に関する経費が対象となります。

n 機械装置等費

n 広報費

n ウェブサイト関連費
n 展⽰会等出展費
（オンラインによる展⽰会、商談会を含む）

n 旅費
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n (1)使⽤⽬的が本事業の遂⾏に必要なものと明確に特定できる経費

n (2)交付決定⽇以降に発⽣し対象期間中に⽀払が完了した経費

n (3)証拠資料等によって⽀払⾦額が確認できる経費

補助対象の主要経費

補助対象経費の条件

n 開発費
n 資料交友⽇
n 雑役務費
n 借料
n 設備処分費
n 委託・外注費



⑤審査の加点項⽬について
⼩規模事業者持続化補助⾦の審査時において⼀定要件を満たすと審査ポイントが加点されます。
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地域資源等の活⽤、地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスの提供1. パワーアップ型加点

賃⾦引上げ枠に申請する事業者のうち、⾚字である事業者に対して加点2. ⾚字賃上げ加点

福島第⼀原⼦⼒発電所による被害を受けた⽔産加⼯業者等に対して加点3. 東⽇本震災加点

「経営⼒向上計画」の認定を受けいる事業者に対して加点4. 経営⼒向上計画加点

補助⾦申請システムを⽤いて電⼦申請を⾏った事業者に対して加点5. 電⼦申請加点

代表の年齢が万60歳以上の事業者でかつ、後継者候補が補助事業を中⼼に
なって⾏う場合に加点6. 事業承継加点

過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在
し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを⾏う事業者に対して加点7. 過疎地域加点



⑥申請の流れ
⼩規模事業者持続化補助⾦では採択発表後ではなく、事業の実施及び、実績報告の完了後に補助⾦が交付
されます。

補助⾦の申請

採択発表

交付申請

補助事業の実施

実績報告

補助⾦の⽀給

事業再構築補助⾦の公募が開始され、締切⽇までに各種書類を⽤意し補助⾦の申請を⾏う。

補助⾦に採択されたか否かが公表される。

採択された場合には事務局に相⾒積などを提出し投資費⽤の妥当性を⽰すための⼿続きを⾏う。

申請の内容に沿った補助事業の実施をする。

事業の実施が完了てから、所定の期間内に実施の報告書を提出する。

実績報告の確認完了後問題ないと判断されれば補助⾦が⽀給される。

流れ 実施内容
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⑦必要書類について
⼩規模事業者持続化補助⾦を電⼦申請には決算書類を⽤意するだけでなく、電⼦申請システムへの登録や
審査項⽬に沿って作成された事業計画書等の提出が必要となります。

内容

経営計画兼
補助事業計画書

必要書類

補助事業計画書

事業⽀援計画書

補助⾦交付申請書

その他必要書類

経費明細表や資⾦調達⽅法の記載された書類です。

経営計画に関する記載と補助事業計画に関する記載のあるもの、様式は決まっており、法⼈、個⼈
事業主によって記載部分は異なる。

依頼に基づき、地域の商⼯会議所が作成します。

補助⾦事務局でお預かりし、採択決定後に正式受理します。

• 貸借対照表および損益計算書（直近１期分）※法⼈（特定⾮営利活動法⼈を除く）
• 直近の確定申告書（第⼀表、第⼆表、収⽀内訳書（１・２⾯）または所得税⻘⾊申告決 算書
（１〜４⾯））または開業届 （個⼈事業主）

• 貸借対照表および活動計算書（直近１期分） 、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明
書 、法⼈税確定申告書（直近１期分）（特定⾮営利活動法⼈）

CyberCloud Brain 2023. All rights reserved.



⑧お申し込み前後に⾏っていただきたい内容
ご契約直後もしくはご契約と並⾏して下記の内容にご対応いただけると、⼩規模事業者持続化補助⾦
の円滑な⽀援サポートが可能となります。

gBizIDプライムのアカウントが未
取得の場合は当社作成の説明書に
従ってアカウント取得⼿続きを
⾏っていただきます。

右記の⼩規模事業者持続化補助⾦
の申請に必要な書類および事業計
画書の作成に必要な書類やお写真
をお客様にてご⽤意いただき、当
社にお送りください。

提出書類 お送りいただきたい書類等の内容

売り上げ減少を
⽰す書類

⽐較対象とするコロナ前の期間の確定申告書別表⼀の控え

上記年度の法⼈事業概況説明書の控え

受信通知（e-tax利⽤時）

申請に⽤いる任意の3ヶ⽉の売上がわかる確定申告書別表⼀
の控え（決算前は売上台帳）
上記年度の法⼈事業概況説明書の控え

決算書等 直近3期分の決算書（提出できない場合は収⽀予算書等）

事業計画書

当社が⽤意したヒアリングシート

事業内容などが伝わるお写真（事業所等）

導⼊設備等の概要がわかる書類

実施いただきたい内容 お送りいただきたい書類等

①gBizIDプライムのご取得

②必要書類等のご送付
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⑨今後の流れについて
当社サービスをご利⽤いただいた場合、お客様へのヒアリング内容をもとにした事業計画書の作成や
その他の書類のご⽤意をいたします。
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電⼦申請
IDの取得

ヒアリング
の実施

決算書類等
の送付

事業計画書
の作成

事業計画書
の確認 補助⾦の申請

フィードバッ
ク

全ての必要
書類を送付

最終的な電⼦申請システム上へ
の書類のアップロードや情報の
⼊⼒はお客様に実施いただく

事業計画書を作成するために
お客様の既存事業及び新規事業に
関してヒアリングを実施する

1週⽬ 2・3週⽬ 4週⽬

事
業
者
様

当
社



⑩⼩規模事業者持続化補助⾦の4つの類型
⼩規模事業者持続化指針で下記の類型が事業再構築補助⾦の対象として⽰されており各類型について
申請の条件が異なります。
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事業再構築の類型 各類型の定義
1

通常枠

2
成⻑・分配強化枠

3
新陳代謝枠

4
インボイス枠

⼩規模事業者が経営計画を作成し､その計画に沿って⾏う販路開拓の取組等を⽀援

賃⾦引上げや、雇⽤の増加による事業規模の拡⼤に取り組む⼩規模事業者向けに上乗せ
枠を創設し、補助上限額の引き上げを実施。

後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業後間もない⼩規模事業者を⽀援する上乗せ枠を
創設し、補助上限額の引き上げを実施。

免税事業者からインボイス発⾏事業者に転換する場合の環境変化への対応を⽀援する上
乗せ枠を創設し、補助上限額の引き上げを実施。


